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答   申  

 

 審 査 請 求 人 （ 以 下 「 請 求 人 」 と い う 。 ） が 提 起 し た 精 神 障 害 者 保 健

福 祉 手 帳 （ 以 下 「 手 帳 」 と い う 。 ） の 更 新 申 請 に 対 す る 不 承 認 決 定 処

分 に 係 る 審 査 請 求 に つ い て 、 審 査 庁 か ら 諮 問 が あ っ た の で 、 次 の と お

り 答 申 す る 。  

 

第 １  審 査 会 の 結 論  

本 件 審 査 請 求 は 、 棄 却 す べ き で あ る 。  

 

第 ２  審 査 請 求 の 趣 旨  

本 件 審 査 請 求 の 趣 旨 は 、 東 京 都 知 事 （ 以 下 「 処 分 庁 」 と い

う 。 ） が 請 求 人 に 対 し 、 令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ４ 日 付 け で 行 っ た 精 神

保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ）

に 基 づ く 手 帳 の 更 新 申 請 に 対 す る 不 承 認 決 定 処 分 （ 以 下 「 本 件

処 分 」 と い う 。 ） に つ い て 、 そ の 取 消 し を 求 め る も の で あ る 。  

 

第 ３  請 求 人 の 主 張 の 要 旨  

請 求 人 は 、 お お む ね 以 下 の 理 由 か ら 、 請 求 人 の 精 神 障 害 の 状

態 は 、 障 害 等 級 に 定 め る 精 神 障 害 に 該 当 す る と し て 、 本 件 処 分

の 違 法 性 又 は 不 当 性 を 主 張 し て い る も の と 解 さ れ る 。  

平 成 ２ ６ 年 ５ 月 ２ ０ 日 以 後 、 同 様 の 体 調 に よ る 診 断 内 容 で

「 該 当 」 と さ れ て い た に も か か わ ら ず 、 今 回 の み 「 非 該 当 」 と

さ れ た た め 。  

さ ら に 、 毎 回 ２ 年 以 内 に 発 作 を 起 こ し た 者 で は な い と 該 当 し

な い と あ り ま す が 、 そ れ は 運 転 免 許 証 を 剥 奪 さ れ 運 転 で き な い
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人 と 、 正 社 員 は お ろ か 契 約 社 員 に も な れ な い 人 に し か 「 ３ 級 」

で す ら あ た え ら れ な い の で す か ？  

 

第 ４  審 理 員 意 見 書 の 結 論  

   本 件 審 査 請 求 は 理 由 が な い か ら 、 行 政 不 服 審 査 法 ４ ５ 条 ２ 項 の

規 定 を 適 用 し て 棄 却 す べ き で あ る 。  

 

第 ５  調 査 審 議 の 経 過  

審 査 会 は 、 本 件 諮 問 に つ い て 、 以 下 の よ う に 審 議 し た 。  

年  月  日  審  議  経  過  

令 和  ２ 年 １ １ 月 ２ ７ 日  諮 問  

令 和  ３ 年  １ 月 ２ １ 日  審 議 （ 第 ５ １ 回 第 １ 部 会 ）  

令 和  ３ 年  ２ 月 ２ ６ 日  審 議 （ 第 ５ ２ 回 第 １ 部 会 ）  

 

第 ６  審 査 会 の 判 断 の 理 由  

審 査 会 は 、 請 求 人 の 主 張 、 審 理 員 意 見 書 等 を 具 体 的 に 検 討 し

た 結 果 、 以 下 の よ う に 判 断 す る 。  

１  法 令 等 の 定 め  

⑴  法 ４ ５ 条 １ 項 は 、 精 神 障 害 者 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 書

類 を 添 え て 、 そ の 居 住 地 の 都 道 府 県 知 事 に 手 帳 の 交 付 を 申 請

す る こ と が で き る と 定 め 、 同 条 ２ 項 は 、 都 道 府 県 知 事 は 、 手

帳 の 交 付 申 請 に 基 づ い て 審 査 し 、 申 請 者 が 「 政 令 で 定 め る 精

神 障 害 の 状 態 」 に あ る と 認 め た と き は 、 申 請 者 に 手 帳 を 交 付

し な け れ ば な ら な い 旨 定 め て い る 。  

⑵  法 ４ ５ 条 ２ 項 の 規 定 を 受 け て 、 法 施 行 令 ６ 条 は 、 １ 項 に お

い て 、 「 政 令 で 定 め る 精 神 障 害 の 状 態 」 は 、 ３ 項 に 規 定 す る

障 害 等 級 に 該 当 す る 程 度 の も の と し 、 ３ 項 に お い て 、 障 害 等

級 は 障 害 の 程 度 に 応 じ て 重 度 の も の か ら １ 級 、 ２ 級 及 び ３ 級
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と し 、 各 級 の 「 精 神 障 害 の 状 態 」 に つ い て は 、 別 紙 ２ の 表 の

と お り と 規 定 し て い る 。  

⑶  法 ４ ５ 条 ４ 項 は 、 手 帳 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 厚 生 労 働 省 令

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 ２ 年 ご と に 、 同 条 ２ 項 の 政 令 で 定 め

る 精 神 障 害 の 状 態 （ 上 記 (2)の 表 の １ 級 な い し ３ 級 の い ず れ か ）

に あ る こ と に つ い て 、 都 道 府 県 知 事 の 認 定 を 受 け な け れ ば な

ら な い と 規 定 す る 。  

⑷  ま た 、 法 施 行 令 ６ 条 ３ 項 が 定 め る 障 害 等 級 の 認 定 に 係 る 精 神

障 害 の 状 態 の 判 定 に 当 た っ て は 、 精 神 疾 患 （ 機 能 障 害 ） の 状 態

及 び 能 力 障 害 （ 活 動 制 限 ） の 状 態 が 重 要 な 判 断 資 料 と な る こ と

か ら 、 「 精 神 疾 患 （ 機 能 障 害 ） の 状 態 」 （ 以 下 「 機 能 障 害 」 と

い う 。 ） と 「 能 力 障 害 （ 活 動 制 限 ） の 状 態 」 （ 以 下 「 活 動 制 限 」

と い う 。 ） の 二 つ の 要 素 を 勘 案 し て 「 総 合 判 定 」 す べ き も の と

さ れ て い る （ 「 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 の 障 害 等 級 の 判 定 基 準

に つ い て 」 （ 平 成 ７ 年 ９ 月 １ ２ 日 健 医 発 第 １ １ ３ ３ 号 厚 生 省 保

健 医 療 局 長 通 知 。 以 下 「 判 定 基 準 」 と い う 。 ） 及 び 「 精 神 障 害

者 保 健 福 祉 手 帳 の 障 害 等 級 の 判 定 基 準 の 運 用 に 当 た っ て 留 意 す

べ き 事 項 に つ い て 」 （ 平 成 ７ 年 ９ 月 １ ２ 日 健 医 精 発 第 ４ ６ 号 厚

生 省 保 健 医 療 局 精 神 保 健 課 長 通 知 。 以 下 「 留 意 事 項 」 と い い 、

判 定 基 準 と 併 せ て 「 判 定 基 準 等 」 と い う 。 ） ） 。  

  法 ４ ５ 条 各 項 の 規 定 に よ り 都 道 府 県 知 事 が 行 う 事 務 は 、 地 方

自 治 法 ２ 条 ８ 項 の 自 治 事 務 で あ る と こ ろ （ 法 ５ １ 条 の １ ３ 第 １

項 参 照 ） 、 判 定 基 準 等 の 各 定 め は 、 手 帳 の 交 付 申 請 に 対 応 す る

事 務 に 関 す る 地 方 自 治 法 ２ ４ ５ 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 技

術 的 助 言 （ い わ ゆ る ガ イ ド ラ イ ン ） に 当 た る も の で あ り 、 そ の

内 容 も 本 件 の 適 用 に 関 し て 合 理 的 で 妥 当 な も の と 解 せ ら れ る 。  

⑸  そ し て 、 法 ４ ５ 条 １ 項 の 規 定 を 受 け た 法 施 行 規 則 ２ ３ 条 ２

項 １ 号 に よ れ ば 、 手 帳 の 交 付 申 請 は 、 医 師 の 診 断 書 を 添 え て
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行 う こ と と さ れ て お り 、 こ の こ と は 、 同 規 則 ２ ８ 条 １ 項 に よ

り 、 法 ４ ５ 条 ４ 項 の 規 定 に よ る 手 帳 の 更 新 の 場 合 も 同 じ と さ

れ て い る か ら 、 本 件 に お い て も 、 上 記 ⑶ の 「 総 合 判 定 」 は 、

本 件 申 請 時 に 提 出 さ れ た 本 件 診 断 書 に よ り 、 そ の 記 載 内 容 全

般 を 基 に 、 判 定 基 準 等 に 照 ら し て 客 観 的 に な さ れ る べ き も の

と 解 さ れ る 。 こ の た め 、 上 記 の 判 定 に 関 し て 、 本 件 診 断 書 の

記 載 内 容 を 基 に し た 判 断 に 違 法 又 は 不 当 な 点 が な け れ ば 、 本

件 処 分 に 取 り 消 す べ き 理 由 が あ る と す る こ と は で き な い 。  

２  本 件 処 分 の 検 討  

本 件 診 断 書 の 記 載 内 容 （ 別 紙 １ ） を 前 提 に 、 本 件 処 分 に 違 法

又 は 不 当 な 点 が な い か ど う か 、 以 下 検 討 す る 。  

⑴  機 能 障 害 に つ い て  

ア  本 件 診 断 書 に お い て 、 請 求 人 の 主 た る 精 神 障 害 は 、 「 症

候 性 て ん か ん （ 複 雑 部 分 発 作 を 伴 う ）  Ｉ Ｃ Ｄ コ ー ド （ Ｇ ４

０ ． ２ ） 」 と 記 載 さ れ て お り 、 従 た る 精 神 障 害 に つ い て は 記

載 が な く 、 身 体 合 併 症 は 、 「 脳 腫 瘍 術 後 」 と 記 載 さ れ て い る

（ 別 紙 １ ・ １ ） 。  

判 定 基 準 に よ れ ば 、 「 て ん か ん 」 に よ る 機 能 障 害 に つ い て

は 、 「 ひ ん ぱ ん に 繰 り 返 す 発 作 又 は 知 能 障 害 そ の 他 の 精 神 神

経 症 状 が 高 度 で あ る も の 」 が 障 害 等 級 １ 級 、 「 ひ ん ぱ ん に 繰

り 返 す 発 作 又 は 知 能 障 害 そ の 他 の 精 神 神 経 症 状 が あ る も の 」

が 同 ２ 級 、 「 発 作 又 は 知 能 障 害 そ の 他 の 精 神 神 経 症 状 が あ る

も の 」 が 同 ３ 級 と さ れ る 。  

そ し て 、 留 意 事 項 ２ ・ ⑷ ・ ③ ・ (a)に よ れ ば 、 上 記 の 「 ひ

ん ぱ ん に 繰 り 返 す 発 作 」 と は 、 「 ２ 年 以 上 に わ た っ て 、 月 に

１ 回 以 上 主 と し て 覚 醒 時 に 反 復 す る 発 作 を い う 。 」 と さ れ て

お り 、 同 (b)に よ れ ば 、 機 能 障 害 と 活 動 制 限 の 状 態 の 判 定 に

基 づ い て 、 て ん か ん の 障 害 の 程 度 を 総 合 判 定 す る に 当 た っ て
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は 、 以 下 の 点 に 留 意 す る 必 要 が あ る と さ れ て い る 。  

「 て ん か ん に お い て は 、 発 作 時 及 び 発 作 間 欠 期 の そ れ ぞ れ

の 障 害 の 性 状 に つ い て 考 慮 し 、 『 発 作 の タ イ プ 』 に つ い て 次

表 の よ う に 考 え る も の と す る 。  

こ の 場 合 、 発 作 区 分 と 頻 度 、 あ る い は 発 作 間 欠 期 の 精 神 神

経 症 状 ・ 能 力 障 害 （ 活 動 制 限 ） の い ず れ か 一 方 の う ち 、 よ り

高 い 等 級 を 障 害 等 級 と す る 。 し か し 、 知 能 障 害 そ の 他 の 精 神

神 経 症 状 が 中 等 度 で あ っ て も 、 こ れ が 発 作 と 重 複 す る 場 合 に

は 、 て ん か ん の 障 害 度 は 高 度 と み な さ れ る 。 な お 、 て ん か ん

の 発 作 症 状 及 び 精 神 神 経 症 状 の 程 度 の 認 定 は 、 長 期 間 の 薬 物

治 療 下 に お け る 状 態 で 認 定 す る こ と を 原 則 と す る 。  

等  級  発 作 の タ イ プ  

１ 級 程 度  ハ 、 ニ の 発 作 が 月 に １ 回 以 上 あ る 場 合  

２ 級 程 度  
イ 、 ロ の 発 作 が 月 に １ 回 以 上 あ る 場 合  

ハ 、 ニ の 発 作 が 年 に ２ 回 以 上 あ る 場 合  

３ 級 程 度  
イ 、 ロ の 発 作 が 月 に １ 回 未 満 の 場 合  

ハ 、 ニ の 発 作 が 年 に ２ 回 未 満 の 場 合  

注 ） 『 発 作 の タ イ プ 』 は 以 下 の よ う に 分 類 す る 。  

イ  意 識 障 害 は な い が 、 随 意 運 動 が 失 わ れ る 発 作  

ロ  意 識 を 失 い 、 行 為 が 途 絶 す る が 、 倒 れ な い 発 作  

ハ  意 識 障 害 の 有 無 を 問 わ ず 、 転 倒 す る 発 作  

ニ  意 識 障 害 を 呈 し 、 状 況 に そ ぐ わ な い 行 為 を 示 す 発

作 」  

ま た 、 て ん か ん に は 、 発 作 に 加 え て 、 発 作 間 欠 期 の 精 神 神

経 症 状 を 伴 う こ と が あ り 、 具 体 的 に は 、 脳 器 質 性 障 害 と し て

の 知 的 機 能 の 障 害 や 、 知 覚 ・ 注 意 ・ 情 動 ・ 気 分 ・ 思 考 ・ 言 語

等 の 精 神 機 能 、 お よ び 行 為 や 運 動 の 障 害 が み ら れ る と さ れ る

（ 判 定 基 準 別 添 １ ・ ⑴ ・ ④ ） 。  
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な お 、 留 意 事 項 ２ ・ ⑵ に よ れ ば 、 精 神 疾 患 （ 機 能 障 害 ） の

状 態 を 判 断 す る に 当 た っ て は 、 現 時 点 の 状 態 の み で な く 、 お

お む ね 過 去 の ２ 年 間 の 状 態 、 あ る い は 、 お お む ね 今 後 ２ 年 間

に 予 想 さ れ る 状 態 も 考 慮 す る と さ れ て い る 。  

イ  以 上 を 前 提 に し て 、 請 求 人 に つ い て み る と 、 本 件 診 断 書

の 「 発 病 か ら 現 在 ま で の 病 歴 及 び 治 療 内 容 等 」 欄 に は 、 別 紙

１ ・ ３ の と お り 、 記 載 さ れ て い る 。 ま た 、 「 ※ 器 質 性 精 神 障

害 （ 認 知 症 を 除 く 。 ） の 場 合 、 発 症 の 原 因 と な っ た 疾 患 名 と

そ の 発 症 日 」 欄 に は 、 「 左 側 頭 葉 脳 腫 瘍  １ ９ ９ ９ 年 １ １ 月 」

と 記 載 さ れ て い る 。  

「 現 在 の 病 状 ・ 状 態 像 等 」 欄 （ 別 紙 １ ・ ４ ） は 、 「 て ん か

ん 発 作 等 （ け い れ ん 及 び 意 識 障 害 ） 」 に 該 当 し 、 て ん か ん 発

作 の 型 は 「 ニ ： 意 識 障 害 を 呈 し 、 状 況 に そ ぐ わ な い 行 為 を 示

す 発 作 」 と さ れ 、 頻 度 は 「 ０ 回 ／ 月 ・ 年 」 、 最 終 （ 直 近 ） 発

作 は 「 ２ ０ １ ４ 年 １ 月 ２ ０ 日 」 と の 記 載 が あ る 。  

そ し て 、 「 病 状 、 状 態 像 等 の 具 体 的 程 度 、 症 状 、 検 査 所 見

等 」 欄 （ 別 紙 １ ・ ５ ） に は 、 「 脳 腫 瘍 術 後 の 症 候 性 て ん か ん

で 、 ２ ０ １ ２ 年 ５ 月 １ ４ 日 お よ び ２ ０ １ ４ 年 １ 月 ２ ０ 日 に 意

識 障 害 を 伴 う 痙 攣 発 作 が あ っ た が 、 以 降 、 抗 痙 攣 薬 の 内 服 を

調 整 し 、 発 作 な く 経 過 し て い る 。 デ パ ケ ン Ｒ （ ２ ０ ０ ） ８ Ｔ

２ ｘ 、 イ ー ケ プ ラ （ ５ ０ ０ ） ２ Ｔ ２ ｘ の 内 服 で 、 過 去 ２ 年 間

に て ん か ん 発 作 は 認 め て い な い 。 」 と の 記 載 に 加 え 、 「 検 査

所 見 」 欄 に は 「 ２ ０ １ ４ 年 １ 月 ２ ０ 日  頭 部 Ｃ Ｔ ； 脳 腫 瘍 の

再 発 は 認 め な い 。  ２ ０ １ ９ 年 ４ 月 ６ 日  バ ル プ ロ 酸 血 中 濃

度  ８ ６ ． ６ µｇ /mL.」 と の 記 載 が あ る 。  

ウ  以 上 の 記 載 に よ れ ば 、 請 求 人 は 、 ２ ０ １ ４ 年 （ 平 成 ２ ６ 年 ）

に 、 て ん か ん 発 作 が 認 め ら れ た が 、 薬 物 治 療 下 に お い て 、 以

降 、 本 件 申 請 時 ま で の 過 去 ６ 年 間 以 上 て ん か ん 発 作 を 起 こ し

て い な い こ と が 認 め ら れ る 。 ま た 、 そ の 他 の 精 神 神 経 症 状 も
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認 め ら れ な い 。  

し た が っ て 、 請 求 人 の 機 能 障 害 の 程 度 は 、 判 定 基 準 等 に よ

る と 、 障 害 等 級 ３ 級 相 当 で あ る 「 発 作 又 は 知 能 障 害 そ の 他 の

精 神 神 経 症 状 が あ る も の 」 に 至 っ て い る も の と 認 め る こ と は

で き ず 、 障 害 等 級 非 該 当 と 判 断 す る の が 相 当 で あ る 。  

⑵  活 動 制 限 に つ い て  

ア  次 に 、 請 求 人 の 活 動 制 限 に つ い て み る と 、 本 件 診 断 書 に

よ れ ば 、 日 常 生 活 あ る い は 社 会 生 活 の 具 体 的 な 支 障 の 程 度 に

つ い て 判 定 す る 「 日 常 生 活 能 力 の 判 定 」 欄 （ 別 紙 １ ・ ６ ・ ⑵ ）

に は 、 判 定 基 準 に お い て 障 害 等 級 非 該 当 と さ れ る 「 自 発 的 に

で き る 」 又 は 「 適 切 に で き る 」 に ８ 項 目 全 て が 該 当 す る と 判

定 さ れ て い る 。  

ま た 、 「 日 常 生 活 能 力 の 程 度 」 欄 （ 別 紙 １ ・ ６ ・ ⑶ ） は 、

「 精 神 障 害 を 認 め る が 、 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 は 普 通 に で き

る 。 」 が 選 択 さ れ て お り 、 留 意 事 項 ３ ・ ⑹ の 表 に よ れ ば 、 請

求 人 の 活 動 制 限 の 程 度 は 、 障 害 等 級 非 該 当 と さ れ て い る 。  

さ ら に 、 「 現 在 の 生 活 環 境 」 欄 （ 別 紙 １ ・ ６ ・ ⑴ ） は 、

「 在 宅 (単 身 )」 と さ れ 、 「 現 在 の 障 害 福 祉 等 サ ー ビ ス の 利 用

状 況 」 欄 （ 別 紙 １ ・ ８ ） は 、 「 な し 」 と 記 載 さ れ て い る 。 そ

の 上 で 、 「 生 活 能 力 の 状 態 の 具 体 的 程 度 、 状 態 等 」 欄 （ 別 紙

１ ・ ７ ） は 、 「 ※ 就 労 状 況 に つ い て 」 は 、 「 一 般 就 労 」 と 記

載 さ れ 、 「 日 常 生 活 能 力 に 問 題 な く 、 仕 事 上 の 問 題 も な い 。 」

と 記 載 さ れ て い る こ と か ら す る と 、 請 求 人 の 能 力 障 害 （ 活 動

制 限 ） は 、 精 神 障 害 を 認 め る が 、 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 問

題 な く 送 る こ と が で き る 程 度 の も の で あ り 、 障 害 者 福 祉 サ ー

ビ ス を 受 け る こ と な く 、 一 般 就 労 と 単 身 生 活 を 維 持 し な が ら

通 院 し て い る 状 況 に あ る と 考 え ら れ る 。  

以 上 の 記 載 に よ れ ば 、 請 求 人 は 、 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 は
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普 通 に で き る も の と 思 料 さ れ る 。  

イ  し た が っ て 、 請 求 人 の 活 動 制 限 の 程 度 は 、 判 定 基 準 等 に

照 ら し 、 障 害 等 級 非 該 当 と 判 断 す る の が 相 当 で あ る 。  

⑶  総 合 判 定  

請 求 人 の 障 害 等 級 に つ い て 、 上 記 ⑴ 及 び ⑵ で 検 討 し た 機 能 障

害 と 活 動 制 限 と を 総 合 し て 判 定 す る と 、 請 求 人 の 障 害 程 度 に

つ い て は 、 法 施 行 令 ６ 条 ３ 項 の 表 （ 別 紙 ２ ） に 照 ら し 、 「 日

常 生 活 若 し く は 社 会 生 活 が 制 限 を 受 け る か 、 又 は 日 常 生 活 若

し く は 社 会 生 活 に 制 限 を 加 え る こ と を 必 要 と す る 程 度 の も の 」

（ 障 害 等 級 ３ 級 ） に 至 っ て い る と 認 め る こ と は で き ず 、 障 害

等 級 非 該 当 と 判 定 す る の が 相 当 で あ る 。  

し た が っ て 、 こ れ と 同 旨 の 結 論 を 採 る 本 件 処 分 に 、 違 法 又 は

不 当 な 点 は 認 め ら れ な い 。  

３  請 求 人 の 主 張  

請 求 人 は 、 上 記 第 ３ の こ と か ら 、 本 件 処 分 の 違 法 又 は 不 当 を

主 張 し て い る 。  

し か し 、 障 害 等 級 の 認 定 に 係 る 総 合 判 定 は 、 申 請 時 に 提 出 さ

れ た 診 断 書 の 記 載 内 容 全 般 に 基 づ い て 客 観 的 に な さ れ る べ き も

の で あ る と こ ろ （ 上 記 １ ・ ⑷ ） 、 本 件 診 断 書 に よ れ ば 、 て ん か

ん 発 作 に つ い て 、 「 最 終 発 作 （ ２ ０ １ ４ 年 １ 月 ２ ０ 日 ） 」 と 記

載 さ れ て お り （ 別 紙 １ ・ ４ ・ ⑴ ） 、 請 求 人 の 症 状 は 、 薬 物 治 療

下 に お い て 、 ２ ０ １ ４ 年 （ 平 成 ２ ６ 年 ） 以 降 、 本 件 申 請 時 ま で

の 過 去 ６ 年 間 以 上 て ん か ん 発 作 を 起 こ し て い な い こ と が 認 め ら

れ る 。 そ う す る と 、 判 定 基 準 等 （ 留 意 事 項 ２ ・ ⑷ ・ ③ ・ (b)に よ

れ ば 、 て ん か ん の 発 作 症 状 及 び 精 神 神 経 症 状 の 程 度 の 認 定 は 、

長 期 間 の 薬 物 治 療 下 に お け る 状 態 で 認 定 す る こ と を 原 則 と す

る 。 ） に 照 ら し て 障 害 等 級 ３ 級 と 判 定 す べ き 要 素 を 欠 い て お り 、

障 害 等 級 非 該 当 と 認 定 す る の が 相 当 で あ る （ 上 記 ２ ・ ⑶ ） 。  
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ま た 、 請 求 人 は 、 「 正 社 員 は お ろ か 契 約 社 員 に も な れ な い 人

に し か 『 ３ 級 』 で す ら あ た え ら れ な い で す か ？ 」 と し て 、 本 件

処 分 の 違 法 又 は 不 当 を 主 張 し て い る 。 し か し 、 障 害 の 程 度 は 、

就 労 状 況 の 有 無 や 程 度 に よ っ て の み 判 断 さ れ る も の で は な く 、

申 請 書 に 添 付 さ れ た 診 断 書 の 記 載 内 容 に 基 づ き 、 判 定 基 準 等 に

照 ら し て 判 断 さ れ る も の で あ り （ 上 記 １ ・ ⑸ ） 、 上 記 ２ の と お

り 、 請 求 人 の 障 害 の 程 度 に つ い て 、 障 害 等 級 非 該 当 と 認 定 し た

処 分 庁 の 判 断 に 違 法 又 は 不 当 な 点 を 認 め る こ と は で き な い 。  

し た が っ て 、 請 求 人 の 主 張 は 理 由 が な い も の と い う ほ か は な

い 。  

４  請 求 人 の 主 張 以 外 の 違 法 性 又 は 不 当 性 に つ い て の 検 討  

そ の 他 、 本 件 処 分 に 違 法 又 は 不 当 な 点 は 認 め ら れ な い 。  

 

以 上 の と お り 、 審 査 会 と し て 、 審 理 員 が 行 っ た 審 理 手 続 の 適 正 性 や

法 令 解 釈 の 妥 当 性 を 審 議 し た 結 果 、 審 理 手 続 、 法 令 解 釈 の い ず れ も 適

正 に 行 わ れ て い る も の と 判 断 す る 。  

 よ っ て 、 「 第 １  審 査 会 の 結 論 」 の と お り 判 断 す る 。  

 

（ 答 申 を 行 っ た 委 員 の 氏 名 ）  

髙 橋 滋 、 千 代 田 有 子 、 川 合 敏 樹  

 

別 紙 １ 及 び 別 紙 ２ （ 略 ）  


